
ひまわりクラブ利用料・減免制度見直し方針（案） 

１．これまでの経過

（１）子ども・子育て会議「放課後児童クラブ検討部会」で検討。 

【部会最終案】 

  ・減免対象とする世帯収入の引き下げ（年収 800 万円以下 → 年収 600 万円以下） 

  ・最小の減免率を見直し（33％免除 → 19％免除） 

  ・見直し時期：平成 28年４月 1日 

（２）部会後、市民厚生常任委員会委員協議会などでご意見をいただく。 

 【議会などでの意見】 

・減免区分の細分化 

・多子世帯への負担軽減の検討 

・見直し時期は、放課後児童クラブの質と量の充実が図られた後とすべき 

上記を踏まえ、平成 28年度４月からの見直しはせず、今年度、改めて見直

しを検討することとなった。 

２．見直し内容

（１）多子減免を導入 

   多子世帯における子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため、２人目

を 1/2免除、３人目以降を無料とする。 

（２）免除区分の細分化 

   所得に応じた利用料負担の公平性を高めるため、現在の免除区分のう

ち、年収目安 300万円～800 万円の区分を細分化し、階層を緩やかにす

る。 

（３）年少扶養控除の廃止 

   平成 25 年度から実施している年少扶養控除のみなし適用については、

多子減免導入により廃止する。 

３．見直し時期

平成 29年４月とし、市民周知期間として１年間の猶予期間を設け、翌年

度より新利用料で運用開始。 

４．今後のスケジュール

資料３「ひまわりクラブ利用料・減免制度見直しスケジュール(案)」参照。 

平成 28年７月 15日

新潟市こども未来課 
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出典：新潟市社会福祉協議会「ひまわりクラブ一日の流れ（参考例）」
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出典：厚生労働省雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課母子家庭等自立支援室「平成28年度ひとり親家庭等自立支援予算案の概要（厚生労働省関係）」
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